
【はじめに】
　COVID-19 について振り返ってみますと、
2019 年 12 月の中国（武漢）での発生確認
から、数ヶ月後の 2020 年 3 月にはWHO
がパンデミックを宣言し、2020 年 4月には
日本で緊急事態宣言が発令と、非常に速い
ペースで世界中に感染が広がりました。医療
機関では従前より感染症対策を行っています
が、未知のウイルスによる感染症であり感染
力や重症化リスクの把握が十分でなかったこ
とから、国などから発信される情報を頼りに
対策を行っていくことになりました。幸い当
診療所を起点とするクラスター発生は回避し
ておりますが、新興感染症は 10年程度毎に
発生を繰り返しています。診療を止めること
はできませんので、感染症 BCP（業務継続
計画）の整備と適切な運用がアフターコロナ
の課題です。

【対応】
１．診療部に求められたこと
　総合福祉通園センターには、風邪症候群な
どを含め感染を回避すべき利用者が通所され
ており、従前より感染症対策に取り組んでい
ます。しかし、新型コロナウイルス感染症の
流行でさらなる対策の強化が求められまし

た。感染対策マニュアルを見直し、診療部内
での対策を行うとともに、センター各部署か
らの相談対応や勉強会などを行いました。
　また、感染対策と重症化予防として開始さ
れた予防接種事業では、職員とその家族の申
込などの調整業務を行いました。

２．対策のふりかえり
　緊急事態宣言期間中であっても診療業務を
継続して実施するため、国などから発信され
る情報をもとにセンターとして設定された基
準（職員の従事基準、利用者の来所基準など）
に加え、以下のとおり感染対策を進めました。
（1）診察前
　待合での混雑緩和と感染蔓延防止として以
下の対応を行いました。
　①診察時間の見直し（Dr 毎の診察開始時
間をずらすなどの対応を実施）、②同行者人
数の制限（同行者を２名までに制限）、③電
話予約の徹底（診察での来所者以外は電話対
応とした）、④協力依頼文書の配布（利用者
の来所基準を周知）、⑤利用者の健康確認（予
約カードに来所前の体温と体調を記入いただ
く）
（2）待合
　感染防止協力依頼についての掲示物設置を
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行うとともに、出入口に消毒用アルコールを
設置し、ソーシャルディスタンスが可能なよ
うに椅子などの配置を変更し、消毒などの対
策が困難であるため本とベビーベッドの撤去
などを行いました。なお、自動機器の出入口
への設置については、スタンド式検温器は転
倒の危険性や車いす利用時に高さ調整が困難
であることが考えられたこと、自動アルコー
ルスプレーは保護者の監督がない状況で子ど
もが操作を行うことで生じる事故（目に入る
など）が考えられることから設置を見送って
います。
（3）診察室
　器具消毒は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液
による清拭を基本とし、診察毎に利用者及び
同行者が触れた部分の消毒を実施しました。
また、利用者が使用する玩具の整理を行い、
消毒が容易なプラスチック製の物を優先して
使用するようにしました。
（4）電話診察
　緊急事態宣言中の対応として電話診察によ
る処方箋発行を行い、窓口での滞在時間短縮
に努めました。

【さいごに】
　感染症の流行で問題となることは、職員の
従事制限によるマンパワー不足、衛生物品の
不足、情報の氾濫などが挙げられます。事業
継続のため、事業仕分け実施による人員確保、
衛生物品の備蓄、正確な情報の取捨選択など
の対策を検討しておく必要があります。今後
の課題として、感染症 BCPの整備と適切な
運用に努めたいと考えます。
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